
令和５年度音楽のまち長田コンサート事業企画・運営業務 

委託業務委託仕様書 

 

１．委託名 

   令和５年度音楽のまち長田コンサート事業の企画・運営業務 

 

２．事業の概要 

 （１）趣旨 

長田区民の音楽鑑賞の機会を増やすこと、区内の音楽活動のさらなる広がりを実現するこ

とにより、まちの賑わいを創出することや区民が長田区により愛着を感じること、および人

と人との交流を促進することを目的として、音楽イベントを実施する。 

 （２）契約期間 

   委託契約締結の日～令和６年３月29日（金） 

 （３）イベント実施期間 

   契約締結日から令和６年３月17日（日）の間に実施すること。 

   ただし、開催日程の決定は、長田区地域協働課と協議のうえ行う。 

 

３．業務内容 

（１）音楽イベントの企画立案 

  区民の音楽鑑賞の機会となるように、営利を目的としないコンサートや演奏会、ライブパ

フォーマンス等の音楽イベントを長田区内で開催する（音楽演奏とセットのダンスパフォー

マンス等も可とする）。音楽イベントの実施回数は４回以上を目安とするが、開催規模や内容

の状況を考慮し、長田区地域協働課と協議して決定する。 

企画に当たっては、以下の内容を踏まえたものとすること。 

・おおむね 30 代以下の若手演奏家（プロかアマチュアかは問わない）を中心に起用すること。 

・入場料を徴取せず、無料で参加できること。 

・幅広い世代の区民が参加しやすく楽しめる内容であること。 

（例）乳幼児を連れての参加ができたり、親子や三世代で楽しむことができる。 

（例）参加しやすい場所にて開催し、地域で音楽を楽しむ機会を提供する。 

 

  なお、以下のいずれかに該当する企画は認められない。 

・同一イベントにおいて、神戸市の他の補助事業を活用しているもの。 

・宗教的又は政治的な宣伝意図を有するもの。 

・公序良俗に反するもの。 

・第三者の著作権、肖像権、商標権、その他の権利を侵害するもの。 

・その他、法令等に違反するもの。 

 

 （２）実施前の調整 

   ・音楽イベントを開催する会場との調整や打ち合わせ 



   ・会場の音響・照明等の担当者との打ち合わせ 

・出演者（受託事業者が本音楽イベントに出演依頼する演奏家等）との連絡調整及び打ち合

わせ 

・公演内容の検討、決定 

・苦情を含む問い合わせへの対応 

・上記のほか音楽イベントの開催にあたり必要な事項 

 

（３）広報 

・チラシや当日配布プログラム等の作成（長田区地域協働課の校正を受けること） 

・チラシの配布 

・ウェブサイトでの広報 

  ただし長田区として、広報紙ながた・長田区ホームページ・長田区公式SNS（Facebook、

Instagram）への掲載、報道機関への周知等を行うものとする。 

 

（４）当日運営及び終了後の事務 

  ・事業実施に必要な人員確保及び配置 

  ・公演開催時における必要物品の準備 

・会場設営、会場整理（開場前の列の整理、開場後の誘導等） 

・楽器の搬入出、会場の片づけ 

  ・アンケート等による来場者意見の集計 

  ・出演者への謝金、会場費等の経費支払 

 

４．委託業務の履行場所 

  音楽イベントを開催する長田区内 

 

５．成果品 

  実施報告書をデータにて納品すること 

 

６．その他 

・業務全体を総括する責任者を選任し、長田区地域協働課と密に連絡が取れる体制とすること。 

・個人情報を収集する際は別紙「委託契約約款」を遵守すること。 

・著作物については、別紙「委託契約約款」に従い業務を実施すること。 

・本業務仕様書に疑義が生じた場合は、本市職員と十分に協議すること。 

 


